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⼟砂災害特別警戒区域

⼟砂災害警戒区域

項　 　⽬

凡　　例

○⻩⾊で塗りつぶされた範囲（⼟砂災害警戒区域）は、「⼟砂災害が発⽣した場合、市⺠の⽣命または⾝体に危害が⽣じるおそれのある区域」です。
○⾚⾊で囲まれた範囲（⼟砂災害特別警戒区域）は、「⼟砂災害が発⽣した場合、建築物に危害が⽣じ、市⺠の⽣命または⾝体に著しい危害が⽣じるおそれのある区域」です。

・⼟砂災害警戒区域等にお住まいの⽅は、⼤⾬のときには警戒避難が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。
・また、⼟砂災害警戒区域以外の箇所でも⼟砂災害が発⽣する可能性がありますので、ご⾃分の住んでいる家の周辺の斜⾯や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

位　置　図

北秋⽥市　下前⽥・前⽥駅前・宮ノ下・⼩⼜・⼋幡森・鍛冶町地区　⼟砂災害ハザードマップ

※空中写真の一部を国土地理院が撮影した空中写真で補完しています。（国土地理院が撮影した空中写真（1976年撮影)）
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○ で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、

「建物に危害が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が

生じるおそれがある区域」です。

○ で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生した
場合、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域」です。

○土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨の時には

警戒避難が必要となる可能性がありますので、注意してください。

○また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する可能性がありますので、

自分の住んでる家の周辺の斜面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

①土砂災害警戒区域や避難場所を確認しておきましょう！

③前兆現象をみつけたら、直ちに市役所に連絡しましょう！

○下図のような現象を見つけたら直ちに連絡して下さい。

②雨が強くなってきたら、積極的に雨量情報、予報、

警報等の情報を入手しましょう！

○まずはテレビやラジオ等で気象情報を確認しましょう。

○雨が強くなってきたら、電話やインターネットでも確認しましょう。

④危険を感じた時や避難勧告等があった場合は、直ちに避難しましょう！

○避難警戒時には、防災ラジオ等を通じて、避難勧告のお知らせがあります。

○避難場所へ避難する際には、他の土砂災害危険箇所を避けた避難経路を選択

しましょう。

○避難の指示が無くても、早めに安全な避難場所に避難しましょう。

避難場所

コンベンションホール四季美館

住所：秋田県北秋田市阿仁前田字大道上3-
1

新屋布コミュニティセンター

住所：秋田県北秋田市小又字新屋布 24-1

クウィンス森吉
住所：秋田県北秋田市小又字堂ノ下21-2

北秋田市民病院
住所：北秋田市下杉字上清水沢16-29
電話：０１８６-６２-７００１

避 難 あなたの家

町内会長

防災リーダー等

防災ラジオ

緊急速報メール等

消防署・消防団

警察署・交番等

連絡先：北秋田市 総務部 総務課 危機管理係
電 話：0186-６２-１１１１（代表）

：0186-６２-６６０２（直通）

秋田県建設部河川砂防課ホームページ
http://sabo.pref.akita.jp/

秋田県防災ポータルサイト
http://www.bousai-akita.jp/

秋田県水防情報（携帯サイト）
http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/mobile/

北秋田市役所

総務部 総務課 危機管理係

住所：北秋田市花園町19番1号

電話：0186-６２-１１１１（代表）

：0186-６２-６６０２（直通）

災害時要援護者関連施設


